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国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
け
が
で
重
い
障
害
が

残
っ
た
り
し
た
と
き
な
ど
に
も
年
金
を
支
給
し
、思
い
が
け
な
い
人
生
の
「
万
が
一
」

も
サ
ポ
ー
ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
、
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

◇
義
務
と
権
利

　

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
す
べ
て
の
方
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ

り
、
年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

◇
加
入
の
手
続
き

　

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
第
一
号
被
保

険
者
と
な
る
方
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町

村
役
場
で
直
接
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
二
号
被

保
険
者
の
方
や
、
そ
の
第
二
号
被
保
険
者

に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の
第
三
号
被
保
険

者
の
方
は
、
勤
務
先
の
事
業
所
が
加
入
手

続
き
を
行
い
ま
す
の
で
、
個
別
の
手
続
き

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
保
険
料
の
猶
予
・
免
除

　

学
生
で
あ
る
な
ど
、
収
入
が
少
な
い
た

め
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
で
き
な

い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
・
免
除
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
年

金
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
い
る
と
、「
万

が
一
」
の
と
き
に
障
害
年
金
が
受
け
取
れ

—  年金手帳は大切に —
　年金手帳はあなたの年金加入記録を証明するものです。そして将来就職や
退職または年金の裁定請求をするときなどに提出を求められます。20 歳に
なったら、第一号被保険者は社会保険事務所から年金手帳が送付されます。
年金手帳をしっかり管理して、自分の年金加入記録を残しておきましょう！

お
問
い
合
せ
先
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な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、
所
得
が
な

い
学
生
の
方
ご
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
こ
と
や
、
不
慮
の
事
故
等
に
よ
り
障
害

が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な
理
由
等
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

平成 22 年度  市・県民税の申告についてのお知らせ

　手続きの際は、届出先をご確認ください。手続きには、年金手帳や
必要な書類がありますので、事前に届出先におたずねください。

こんなときは

　　　届出を！

こんなとき どうする 届出先

会社を退職した 

配偶者の扶養になった 

配偶者の扶養からはずれた 

年金手帳をなくした 

国民年金加入の手続きをする 
（扶養配偶者も） 

第3号被保険者への種別変更の 
手続きをする 

第3号被保険者から第１号被保険者への 
種別変更の手続きをする 

再交付の手続きをする 

市役所年金課 

配偶者の勤務先 

市役所年金課 

コザ年金事務所 
※第１号被保険者は市役所でも可 
  （ただし即日交付不可） 


